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請願第３－２号 ○ ○ ○

議
長

○

欠
席

○ ○ ○ ○ ○ × － － × × × 採　択
請願第３－７号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × － － × × × 採　択
請願第４－１号 × × × × × × × × × ○ × × ○ ○ ○ 不採択
請願第４－２号 × × × × × × × × × ○ × × ○ ○ ○ 不採択
請願第５－５号 × × × × × × × × ○ ○ × × ○ ○ ○ 不採択
議 案 第 59 号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 可　決
議 案 第 61 号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 可　決
議 案 第 68 号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決
議 案 第 70 号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決
議 案 第 71 号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決
議 案 第 72 号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決
議 案 第 73 号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決
議 案 第 74 号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決
議 案 第 75 号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 可　決
発 議 第 ２ 号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × － － × × × 可　決
発 議 第 ３ 号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × － － × × × 可　決

○…賛成　　×…反対　　－…退席	 ※議長は賛否同数の場合のみ採決に参加します。

各議員の賛否（議案などで賛否の分かれたもの）

賛否の分かれた議案などの名称と要旨

請願第３－２号

日本原子力発電株式会社東海第二発電所の
再稼働について意見書提出を求める請願
村内経済の維持及び長期的発展のために
東海第二発電所の早期再稼働を求める意
見書を提出することを求めるもの

請願第３－７号

日本原子力発電株式会社東海第二発電所の
再稼働について意見書提出を求める請願
脱炭素社会の実現と東海村経済の維持発
展のために東海第二発電所の再稼働を求
める意見書を提出することを求めるもの

請願第４－１号

日本原子力発電株式会社東海第二発電所
の燃料装荷に始まる再稼働に反対する意
見書の提出を求める請願
福島第一原発事故の教訓を踏まえ、日本原
子力発電東海第二発電所の燃料装荷に始ま
る再稼働をさせないことを求めるもの

請願第４－２号

日本原子力発電東海第二発電所の再稼働
に反対する請願
被災し老朽化した、危険な日本原子力発
電東海第二発電所の再稼働の中止を求め
るもの

請願第５－５号

「誰一人として取り残さない避難計画が
できるまでは東海第二原発の再稼働は認
めない決議」の採択を求める請願書
「誰一人として取り残さない避難計画が
できるまでは東海第二原発の再稼働は認
めない決議」の採択を求めるもの

議案第 59 号

東海村印鑑条例の一部を改正する条例の
制定について
コンビニエンスストア等の多機能端末機
による印鑑登録証明書の交付に際し、個
人番号カードに加え、スマートフォンに
搭載された利用者証明用電子証明書によ
る交付を可能とするため、条例の一部を
改正するもの

議案第 61 号

東海村営土地改良事業の経費の賦課徴収
に関する条例の一部を改正する条例の制
定について
土地改良法の規定に基づき、その者に対
する賦課金に代えて、当該土地改良区の
同意を得てこれに相当する額の金銭の徴
収を可能とするため、条例の一部を改正
するもの

議案第 68 号 指定管理者の指定について（東海村総合
福祉センター）

議案第 70 号 指定管理者の指定について（石神学童クラブ）
議案第 71 号 指定管理者の指定について（舟石川学童クラブ）
議案第 72 号 指定管理者の指定について（中丸学童クラブ）
議案第 73 号 指定管理者の指定について（白方学童クラブ）
議案第 74 号 指定管理者の指定について（照沼学童クラブ）

議案第 75 号

東海村営土地改良事業の施行について
国営那珂川沿岸農業水利事業で造成され
た施設のうち、公共性及び公益性が高い
基幹的施設については、水戸市、ひたち
なか市、常陸大宮市、那珂市、茨城町、
大洗町、城里町及び本村が共同で管理し、
事業主体となり事業を施行するため、議
会の議決を求めるもの

発議第２号

日本原子力発電株式会社東海第二発電所
の再稼働についての意見書について
村内経済の維持及び中長期的発展のため
に日本原子力発電株式会社東海第二発電
所の早期再稼働を求める意見書を提出す
るもの

発議第３号

日本原子力発電株式会社東海第二発電所
の再稼働を求める意見書について
脱炭素社会の実現と東海村経済の維持発
展のため日本原子力発電株式会社東海第
二発電所の再稼働を求める意見書を提出
するもの
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5 議会だより 2024.1 第 55 号


